
１．なぜ見直したの？ 申請要件

参加人数 概ね１０名以上 高齢者が概ね１０名以上

参加対象 子どもや高齢者，障がい者等，対象者を限定せずにだれでも自由に参加可能

３．要件と対象となる経費は？

事業名 地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン助成事業 地域の茶の間支援事業

開催頻度 ①月１回 ②月２回以上 ③週１回以上

地域のみなさまによる「地域の茶の間」は，新潟市内で約５００箇所

２．どう変わるの？（金額は”案”）

運営経費（案）

 事業(移行)計画書の提出
 ※助成は3年以内その他

印刷代

月額上限 2,500円 5,000円 20,000円

講師謝礼

消耗品

地域のみなさまによる「地域の茶の間」は，新潟市内で約５００箇所

となりました。「地域の茶の間」を通じ，自然と新たな人と人とのつな

がりや隣近所同士の助け合いの気持ちが生まれてきていることと思いま

す。

この素晴らしい取り組みがより広がるよう，開催頻度に応じた制度に

見直しを行い，みなさまの運営を支援します。

これまで…

実施なし 実施あり

定期的な多世代交流活動

通信費

会場費・家賃

お茶・茶菓子・食材料費等

初期費用（案）

光熱水費

ボランティア保険

印刷代

これから！

上限 ２，５００円/月 上限 １０，０００円/月

Ａタイプ Ｂタイプ

実施なし 実施あり

週1回以上週1回未満
新

平成２９年度で廃止
開催頻度に応じて

多世代交流活動

不動産の修繕・改築

200,000円

消耗品費

印刷代

備品購入費

初期費用（案）

初年度のみ（１回限り）

上限 ２，５００円/月

※これまでと変わりなし

上 限 ２０，０００円/月

初期費用 ２００，０００円（初年度のみ）

週1回以上週1回未満
新

【 要件】

◆月２回以上定期的に開催

◆参加者概ね１０名以上

◆週１回への事業（移行）計画書の提出（３年以内に移行）

◆上限 ５，０００円/月

新◆週１回への移行応援制度

1

2
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資料４



４．申請手続きの流れ ５．よくあるご質問

【窓口】
各区社会福祉協議会

地域の茶の間・ふれあいいきいき

サロン助成事業

(月1回，月2回以上，旧Bタイプ)

地域の茶の間支援事業
(週1回以上)

【窓口】
新潟市福祉部地域包括ケア推進課

※相談は，各区社会福祉協議会も可

Q.空き家活用地域交流活動補助金はどうなりますか？

A.平成28年度末で廃止します。

平成29年度から新設する「地域の茶の間支援事業（週1回以上）」において，従前

相当の補助を実施することになります。

Q.年度途中に開催頻度を変更する場合はどうすればよいですか？

A.申請区分が変わる場合 再度申請が必要になります
（申請時）

①申請

②通知

【必要書類】(窓口・郵送可)

①補助金交付申請書（様式３）

②事業開催案内のチラシ

または

年間活動計画書

③口座振替申込書

【必要書類】(窓口・郵送可)

①助成申請書

②事業開催案内のチラシ

または

年間活動計画書

補助の可否について郵送で

通知します。

【概算払い希望者のみ】

通知でお知らせした日に

助成の可否について郵送で

通知します。

【概算払い希望者のみ】

通知でお知らせした日に

A.申請区分が変わる場合，再度申請が必要になります。

詳しくは，下記のお問い合わせ先にご相談ください。

Q.なぜ「地域の茶の間支援事業」では食糧費は対象とならないのですか？

A.介護保険事業の枠組みで実施する事業であり，国の通知により，食糧費への補助は

認められていないためです。

Q.開催回数を増やしてみたいのですが，どこに相談すればよいですか？

６．お問い合わせ先

0250-24-8376

北　区　社会福祉協議会

中央区 社会福祉協議会

025-386-2778

　新潟市では，住民のみなさまが主体となる支え合いの地域づくりを推進するため，「支え合いの
しくみづくり推進員」を配置しています。
　地域包括ケアシステムの制度などで分からないことがございましたら，ぜひご相談ください。

東　区　社会福祉協議会 025-272-7721

江南区 社会福祉協議会 025-250-7743

南 区 社会福祉協議会 025-373-3223秋葉区 社会福祉協議会

025-210-8720

②通知
【概算払い希望者のみ】

通知でお知らせした日に

提出書類③に記載の口座に

振り込みます。

【概算払い希望者のみ】

通知でお知らせした日に

提出書類③に記載の口座に

振り込みます。

補助決定額を郵送で通知し

（年度末）

③実績

【必要書類】(窓口・郵送可)

①実績報告書（様式４）

②収支決算書

③領収書（写しも可）

【必要書類】(窓口・郵送可)

①実績報告書

②収支決算書

③領収書（写しも可）

0250-24-8376

025-211-1630

ご相談などございましたら，

 新潟市福祉部
 地域包括ケア推進課

025-226-1281

お気軽にお問い合わせください！

南 区 社会福祉協議会 025-373-3223

西蒲区 社会福祉協議会 0256-73-3356

秋葉区 社会福祉協議会

西　区　社会福祉協議会
補助決定額を郵送で通知し，

通知でお知らせした日に

提出書類③に記載の口座に

振り込みます。

【概算払いを受けた方】は，精算

し，追給または返納の手続きを行

います。

④通知

助成決定額を郵送で通知し，

通知でお知らせした日に

提出書類③に記載の口座に

振り込みます。

【概算払いを受けた方】は，精

算し，追給または返納の手続き

を行います。


